


広島県警察フ ァ クシミ リ 文書取扱要領

第１ 総則

１ 趣旨

この要領は、広島県警察における文書等の取扱いに関する訓令（ 平成14年広島県
警察本部訓令第４号。以下「 文書訓令」 と いう 。 ） に定めるフ ァ クシミ リ の取扱いに

ついて、必要な事項を定めること を目的と する。

２ 基本方針

フ ァ ク シミ リ 装置の使用は、原則、代替方法（ 郵送、電話、電子メール、手交、

特使、逓送等） がなく やむを得ない場合に限るものと する。

３ 用語の意義

この要領における用語の意義は、 それぞれ次に定めると ころによる。

(1)  課等 広島県警察本部の課、室、隊、所及び警察学校並びに警察署における課

(2)  文書取扱責任者 文書訓令第７条に定める文書取扱責任者

(3)  主務課等 当該文書等に係る事務を所掌する課等

４ フ ァ クシミ リ 装置の管理

フ ァ クシミ リ 装置を管理する者（ 以下「 フ ァ クシミ リ 管理者」 と いう 。 ） は、当該

装置を設置している所属の文書取扱責任者と する。

５ フ ァ クシミ リ 管理者の責務

フ ァ クシミ リ 管理者の責務は、次のと おり と する。

(1)  職員に対してフ ァ クシミ リ 装置の取扱方法（ 送受信、再ダイヤル、送受信記録
確認等） の教養を実施して取扱方法を正しく 理解させると と もに、個人情報の保

護及び秘密の保持に十分配慮して適正な送信をするよう 指導すること 。

(2)  フ ァ クシミ リ 装置の設置及び機能等に関して、次の事項を実施すること 。
ア 誤送信を防止するため、警察専用回線フ ァ クシミ リ 装置のう ち、 部外に送信

可能なフ ァ クシミ リ 装置の台数を所属の規模に応じて２台以下に制限すること ｡

イ フ ァ クシミ リ 装置は、常時複数確認又は声かけのできる場所に設置すること 。

ウ フ ァ クシミ リ 装置に番号の二度入力機能がある場合は、二度入力の設定を行う

こと 。

エ フ ァ クシミ リ 装置に番号の短縮登録機能がある場合は、常時送信する相手方

の番号を事前に複数人で確認しながら、 テスト送信を行っ て、正確に短縮登録

を設定すること 。 また、短縮登録した相手方の番号は、定期的に変更等の有無

を確認し、変更等があっ た場合は、直ちに複数人で確認しながら、 テスト送信

を行っ て、正確に短縮登録の変更を設定すること 。

なお、警察専用回線フ ァ クシミ リ 装置のう ち、部外に送信可能なフ ァ クシミ リ

装置において、一般加入電話番号を短縮登録する場合は、誤送信防止の観点から

警察電話番号の短縮登録は行わないこと 。

オ フ ァ クシミ リ 装置の付近に次の事項を掲示すること 。

(ｱ)  送信方法のフローチャ ートと 注意点（ 別紙１ ）
(ｲ)  短縮登録がある場合は、短縮登録先の一覧及び短縮登録の方法



カ フ ァ クシミ リ 装置が正常に機能するよう 適切な維持管理を行う こと 。

第２ フ ァ クシミ リ 装置による文書の収受

１ 受信した文書の取扱い

フ ァ ク シミ リ 装置により 受信し、 紙等に印字した文書は、主務課等に直接持参さ

れた文書と 同様に取り扱う ものと する。

２ 受信すべきでない文書

フ ァ ク シミ リ 管理者は、 フ ァ クシミ リ 装置により 誤送信された文書又は受信すべ

きでない文書については、返信その他必要な措置をと らなければならない。

３ 主管に属さない文書

フ ァ ク シミ リ 管理者は、 フ ァ クシミ リ 装置により 受信した文書のう ち主管に属さ

ないものがあると きは、直ちに主務課等に連絡し、回付、転送等の必要な措置をと

らなければならない。

４ フ ァ クシミ リ 装置により受信した文書の保存措置

フ ァ ク シミ リ 管理者は、 フ ァ クシミ リ 装置により 長期保存に適しない感熱紙等の

用紙に受信した文書であっ て、 １年以上の保存を要すると 認められるものは、複写

機等により 当該文書を複写するなどして、適切な保存措置をと らなければならない。

第３ フ ァ クシミ リ 装置による文書の施行

１ 施行できる文書

フ ァ クシミ リ 装置により 施行できるのは、公印を必要と しない文書と する。

２ 施行方法の決裁

(1)  起案用紙による場合、 「 施行の方法」 欄中「 フ□ ァ クシミ リ 」 の区分にチェ ッ ク

して、決裁を受けること 。

(2)  余白処理票による場合、 「 施行方法」 の欄に「 フ ァ クシミ リ 」 と 記載して、決裁
を受けること 。

第４ 誤送信防止の留意事項

１ 誤送信防止に関する３原則の遵守

職員は、次の事項を誤送信防止に関する３原則と して遵守しなければならない。

(1)  必要最小限の利用と すること 。
代替方法がなく やむを得ない場合に限り 、必要最小限度の使用と する。

(2)  短縮登録を利用すること 。
短縮登録をしている相手方に文書を送信する場合は、必ず短縮登録機能を利用

する。

(3)  テスト送信を実施すること 。
部外に送信する場合は、事前に別紙２のテスト送信票を送信し、到達確認をし

た後、直ちに再ダイヤル機能により 送信する。 ただし 、 以下の場合についてはこ

の限り でない。

ア 相手側と の取り決め事項と してテスト送信を不要と している場合及びテスト送



信をしたと きに業務に著しく 支障が出る場合

イ 個人情報や捜査手法等を含まない契約事業者等と の定型的な発注業務

２ 送信前及び操作中における留意事項

(1)  電話等により 、送信する相手方のフ ァ クシミ リ 番号を聴取又は目視する場合は、
転記誤り をしないよう にメモをし、必ず復唱して確認すること 。

(2)  送信する相手方に警察専用回線のフ ァ ク シミ リ 装置が設置されている場合は、
これに送信すること 。

(3)  部外に送信する場合は、送信する相手方及び送信内容を上司等に報告して、承
認を受けるこ と 。

(4)  送信する相手方に対して、 フ ァ クシミ リ 装置により文書を送信する旨及び送信
する文書の枚数を連絡し同意を得ること 。 ただし、相手側と の取り 決め事項と し

て事前連絡を不要と している場合及び事前連絡をしたと きに業務に著しく 支障が

出る場合を除く 。

(5)  フ ァ クシミ リ 装置に送信先を入力する前には、フ ァ クシミ リ 装置のリ セッ ト（ 「 停
止／終了」 等ボタン押下） を行い、立会人と と もに送信先と 送信文書の宛先が一致

しているかを確認して送信先に誤り のないよう にするこ と 。 また、送信文書に不要

な文書が混入していないかを確認すること 。

(6)  フ ァ クシミ リ 装置により 文書を送信する場合は、短縮登録機能の利用の有無にか
かわらず、必ず立会人と と もに当該フ ァ クシミ リ 番号の指差し呼称を行いながら一

つ一つ確実に操作して、 スタートボタンを押下すること 。

(7)  フ ァ ク シミ リ 装置を誤操作した場合又は操作中においてフ ァ クシミ リ 装置のデ
ィ スプレイに不自然な表示があっ た場合若しく は操作に不安を覚えた場合は、必

ずリ セッ トして操作をやり直すこと 。

３ 立会人の責務

立会人は、自身の役割の重要性を認識し、漫然と立ち会いをするこ と なく 、責任を

持っ て送信文書の宛名と フ ァ クシミ リ 装置のディ スプレイに表示された送信先及びフ

ァ クシミ リ 番号並びにフ ァ クシミ リ 装置の操作を確認すること 。

４ 送信後における留意事項

(1)  送信した相手方に対して文書の到達を確認するこ と 。 ただし、 相手側と の取り
決め事項と して到達確認を不要と している場合及び到達確認をしたと きに業務に

著しく 支障が出る場合を除く 。

(2) 立会人は、 フ ァ クシミ リ 装置により 文書を送信した場合は、テスト送信票又は送
信した文書の右上に設けた照合欄に記名又は押印し、到達確認ができるまで保存し

ておく こ と 。

なお、到達確認ができないものについては、送信した日から 10日間保存すること 。
(3)  送信枚数の不足、通信エラー等のトラブルが生じたと きには、直ちに送信記録
を確認するこ と 。

(4)  送信済みの文書をフ ァ クシミ リ 装置又はその付近に放置しないこ と 。
５ 照合欄

照合欄については、次のと おり 各所属でゴム印等を準備するものと し、 その大きさ



は、おおむね縦2. 2㎝、横1. 8㎝と する。

照 合

1.8cm

2.2cm



３原則

はい いいえ

送信しない

別手段の選択

３原則

はい いいえ

３原則

はい いいえ

送信方法のフローチャートと注意点

到達確認

確認／送信

（立会人は照合欄に押印）

送信前連絡の実施

郵送、電話、メール など他の方法

の選択はできないか検討する。

送信前確認
※ 立会人と一緒に確認！

・宛先リセッ ト（「停止／終了」等押下）確認

・宛先確認

・文書の混入の確認

宛先やディスプレイの表示（フ ァ クシミ

リ番号・短縮番号）に誤りはないか 。

※ 立会人と一緒に確認！

部外送信可能な警察専用

回線FAXに 、一般加入番号
を登録する場合は、警察電

話番号は登録しない。

部外への送信か

到達確認

到達確認

テスト送信をするか

短縮登録の利用

必要最小限度の使用か

確認／テスト送信

確認／再ダ イヤル で送信

（立会人は照合欄に押印）

以下の例外に該当する場合、テスト送信しない。

・相手との取り決め事項でテスト送信不要としている

もの

・テスト送信した場合、業務に著しく支障が出るもの

・個人情報や捜査手法等を含まない契約事業者へ の

定型的発注業務



別紙２

テ ス ト 送信票

連絡事項

（ 記載例）

こ のテ ス ト 送信票によ り 到達結

果を確認し た上で、 改めて送信さ

せていただき ま す。

送 信 者

所 属

担当者名

電話番号（ 内線）

照 合


